
大雨 降雪 暴風 大雨 大雨 台風７号 大雨 大雨 大雨 大雨
大雨・暴

風
大雨 大雨

区分 1月14日 1月21日 3月17日 4月12日 7月14日 台風７号 8月12日 8月19日 9月6日 9月26日 10月6日 10月24日 12月26日

人 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

重 傷 人 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
軽 傷 人 0 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7

棟 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
世帯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
人 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 8
棟 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
世帯 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
人 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
棟 0 0 2 0 0 4 2 0 0 0 7 0 1 16
世帯 0 0 5 0 0 4 2 0 0 0 8 0 1 20
人 0 0 13 0 0 16 8 0 0 0 28 0 6 71
棟 0 0 0 20 12 0 0 2 0 9 0 0 1 44
世帯 0 0 0 20 13 0 0 2 0 9 0 0 1 45
人 0 0 0 266 32 0 0 5 0 24 0 0 4 331
棟 2 0 0 95 26 7 0 10 0 52 25 2 11 230
世帯 2 0 0 95 26 7 0 10 0 52 25 2 3 222
人 7 0 0 274 60 20 0 25 0 127 84 2 24 623

公 共
建 物

棟
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他 棟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流出・
埋 没

ha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冠 水 ha 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 400 0 0 403
流出・
埋 没

ha
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

冠 水 ha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
箇所 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箇所 2 0 0 65 3 5 4 0 0 64 181 0 54 378
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箇所 1 0 0 11 0 8 0 0 0 11 25 0 6 62
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
箇所 1 0 0 8 0 41 0 0 0 0 47 0 25 122
箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
隻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

回線 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0電 話

河 川

　　平成18年中に発生した被害状況は、人的被害として死者2名・重傷1名・軽傷7名、住家被害としては全壊2棟・半壊1棟であった。

１２、防　災　行　政
１　災害の実績
　（１）自然災害

被 害 船 舶
水 道

砂 防
清 掃 施 設

そ

の

他 崖 く ず れ
鉄 道 不 通

非 住 家

田

畑

学 校
病 院
道 路

橋 り ょ う

半 壊

一 部 損 壊

床 上 浸 水

床 下 浸 水

災害名

発生年月日

人
的
被
害

死 者
行方不明者
負 傷
者

港 湾

住

家

被

害

全 壊



大雨 降雪 暴風 大雨 大雨 台風７号 大雨 大雨 大雨 大雨
大雨・暴

風
大雨 大雨

区分 1月14日 1月21日 3月17日 4月12日 7月14日 台風７号 8月12日 8月19日 9月6日 9月26日 10月6日 10月24日 12月26日

災害名

発生年月日

戸 0 0 0 0 358 0 200 0 0 0 0 300 0 858

戸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

箇所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

件 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

世帯 0 0 0 21 13 0 0 2 0 9 1 0 1 47

人 0 0 0 268 32 0 0 5 0 24 6 0 4 339

千円 0 0 13,500 0 0 0 0 0 0 0 0 636 0 14,136

千円 5,000 0 0 133,030 0 64,000 0 0 0 116,421 205,102 5,400 96,370 625,323

千円 0 0 0 987,562 0 209,500 33,100 0 0 151,001 253,467 9,330 642,650 2,286,610

千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317 0 300 617

千円 5,000 0 13,500 1,120,592 0 273,500 33,100 0 0 267,422 458,886 15,366 739,320 2,926,686

団体 1 0 1 7 0 4 2 0 0 8 8 3 9 43

千円 0 0 0 4,516 0 0 0 0 0 0 56,247 42,367 35,632 138,762

千円 0 0 0 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546

千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千円 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

千円 1 0 1 5,069 0 4 2 0 0 8 56,255 42,370 35,641 139,351

千円 5,001 0 13,501 1,125,661 0 273,504 33,102 0 0 267,430 515,141 57,736 774,961 3,066,037

月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日 月　　日

団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体

団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体 団体

0 0 35 72 36 56 0 0 0 104 331 63 45 742

5 0 0 631 0 255 0 0 0 249 1,452 192 35 2,784

災害対策本部設置市町村

災害救助法適用市 町村

消 防 職 員 出 動 延 人 数

消 防 団 員 出 動 延 人 数

被 害 総 額

都道府県災害 設 置

対 策 本 部 解 散

そ

の

他

農 産 被 害

林 産 被 害

畜 産 被 害

水 産 被 害

商 工 被 害
そ の 他
小 計

公 共 土 木 施 設

その他の公共施設

小 計
公共施設被害
市 町 村 数

り 災 世 帯 数

り 災 者 数

公 共 文 教 施 設

農 林 水 産 施 設

火
災
発
生

建 物

危 険 物

そ の 他

電 気

ガ ス

ブ ロ ッ ク 塀

そ

の

他



（2） 石油コンビナート災害 

 石油コンビナート等特別防災区域には、原油をはじめとする揮発性の石油類、可燃性の高圧ガス及び有毒

ガスなどの危険性物質が多量に貯蔵され、取り扱われている。ここで一旦災害が発生すれば、当該事業所は

もちろん、近隣のコンビナート等構成事業所及び地域住民に与える影響は極めて大きい。このため、当該地

区の特定事業所については、防災資機材、防災要員を完備した自衛防災組織等の設置が義務付けられており、

一般の事業所より防災体制が強化されているところである。 
 なお、昭和51年1月1日から平成19年12月31日までの石油コンビナート等における異常現象発生件数

及び死傷者数は、次のとおりである。 
種別 異常現象発生件数 死傷者数 

年 爆発 火災 漏洩 その他 計 負傷者 死者 

51         1         2          4         3        10         3          0 

52         1         5          4         3        13         1          2 

53         0         9          2         2        13         3          0 

54         2         1          5         2        10         0          0 

55         1         4          2         0         7         0          0 

56         1         7          6         4        18         1          0 

57         0         4          3         3        10         9          0 

58         0         5          2         1         8         0          0 

59         0         9          5         0        14         4          1 

60         0        10          4         1        15         2          0 

61         1         3          1         0         5         2          0 

62         1         6          3         1        11         4          0 

63         0         5          3         4        12         1          0 

元         2         1          3         0         6         5          1 

2         1         2          2         1         6         4          2 

3         3         4          1         0         8        16          2 

4         1         3          2         0         6         7         10 

5         1         2          0         0         3         0          0 

6         2         3          1         0         6         2          1 

7         0         5          1         2         8         0          0 

8         2         5          0         5        12         1          2 

9         0         9          1         0        10         8          1 

10         0         5          3         3        11         2          1 

11         1         8          9         0        18         4          0 

12         0         7          6         3        16         2          0 

13         0         4          3         0         7         1          0 

14         0         6          4         1        11         9          2 

15         0         5          4         0         9         0          0 

16         0        19         7         2        28         2         0 

17         1        11         5         0        17         3         0 

18         2        15        18         1        36         2         0 

19         0        10        10         0        20         1         0 

計 24 194  124 42 384 99  25 



２．防災計画 
(1)  地域防災計画 

千葉県地域防災計画は、県の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がその全機能を発揮して住民の

生命や身体、財産を災害から守るため災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）の規定により、国の防災

基本計画に基づき千葉県防災会議が策定するものであり、昭和38年8月に作成された。 
その後、本県の実情に即したより具体的かつ実効性のある計画とするため、必要に応じ、見直しを重ねて

いる。 
直近では、平成 19 年 3 月に、兵庫県南部地震以降の防災に対する県民の意識や社会環境の変化を反映さ

せるとともに、平成16年10月に発生した新潟県中越地震に多数の千葉県職員が被災地での救援活動及び復

旧活動に従事する等実際の多様な体験から得られた教訓も踏まえた見直しを行った。 
 

（2） 石油コンビナート等防災計画 

千葉県石油コンビナート等防災計画は、石油コンビナート等特別防災区域における予防対策、応急対策及

び公共施設等の災害復旧等を総合的かつ計画的に推進するため、石油コンビナート等災害防止法（昭和 50

年法律第84号）に基づき昭和52年度に作成された。 

その後、毎年度検討を行い、必要がある場合は修正を行っている。 

 
３．災害対策本部の設置等 
  県の地域に災害が発生し又は発生するおそれがある場合には、災害対策基本法等に基づき県災害対策本部等

を設置し各種災害応急対策を実施することとなっている。 
（１） 災害対策本部設置状況（昭和５０年以降） 

 設  置  期  間 配備体制 原      因 

 １ 

 ２ 

 ３ 

 ４ 

 ５ 

 ６ 

 ７ 

 ８ 

 ９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

 

昭和５２年９月１９日 

昭和５４年１０月１９日 

昭和５６年８月２３日 

  〃 １０月２３日～１１月２３日 

（昭和５９年１月１９日～３月３１日） 

昭和６０年７月１日～７月２２日 

昭和６１年８月４日～８月８日 

昭和６３年８月１１日～８月１３日 

平成 元年８月１日～８月４日 

平成 ８年９月２２日～９月２４日 

平成 ９年７月２日～７月９日 

平成１６年１０月９日～１０月１４日 

平成１６年１０月２０日～１０月２１日 

平成１７年４月１１日 

 

非常第１配備 

非常第１配備 

非常第１配備 

非常第１配備 

雪害対策本部 

非常第１配備 

非常第１配備 

非常第１配備 

第３配備 

第３配備 

第３配備 

第２配備 

第１配備 

第３配備 

 

台風１１号 

台風２０号 

台風１５号 

台風２４号 

大雪 

台風６号 

台風１０号 

熱帯低気圧による大雨 

雷を伴った大雨 

台風１７号 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｸﾞﾚｰｽ号油流出等 

台風２２号 

台風２３号 

千葉県北東部を震源とする地震 

 

 ※ 平成元年から配備名変更（非常第１配備 → 第３配備） 
 

（２）応急対策本部設置状況（平成１１年５月１日施行） 

 設  置  期  間 配備体制 原      因 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

平成１２年 ７／ ７～ ８ 

平成１３年 ５／ ９～１０ 

 〃    ７／２６～３０ 

 〃    ９／１０～１１ 

平成１４年１０／ １～ ２ 

平成１６年１０／ ９ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第２配備 

台風３号（長生第２配備） 

銚子沖船舶衝突事故による油流出 

九十九里浜沖船舶衝突事故による油流出(衝突 7/15) 

台風１５号 

台風２１号 

台風２２号（15:00災害対策本部に切替え） 



７ 

 

８ 

 

平成１７年 ７／２３～ 

平成１８年７月１１日 

平成１８年 ４／１７～ 

    平成１９年３月２８日 

第１配備 

 

第１配備 

 

九十九里沖海難事故による油流出(衝突 7/22) 

 

東京湾口船舶衝突事故による油流出(衝突 4/13) 

 

 

（３）流出油対策本部設置状況（平成９年９月１１日施行・平成１１年４月３０日廃止） 

 設  置  期  間 配備体制 原      因 

１ 平成１０年 ８／１６～２０ 第２配備 第５山菱丸からの油流出事故（発生8/15） 

 

（４）災害対策本部設置前（昭和６０年以降の自然災害対応） 

 設  置  期  間 配備体制 原      因 

１ 昭和６０年 ８／３０～３１ 警戒配備 台風１４号 

２ 

３ 

昭和６１年 ９／ ２～３ 

 〃   １０／ ８ 

注意配備 

注意配備 

台風１５号 

台風１８号 

４ 

５ 

６ 

昭和６２年 ８／１１ 

 〃    ９／１６～１７ 

 〃   １２／１７～３／３１ 

注意配備 

警戒配備 

注意配備 

台風１０号 

台風１３号 

千葉県東方沖地震 

７ 

８ 

昭和６３年 ９／１５～１６ 

 〃    ９／２８ 

注意配備 

注意配備 

台風１８号 

秋雨前線による大雨 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

平成 元年 ８／ ６ 

 〃    ８／２６～２７ 

 〃    ９／１９～２０ 

 〃   １１／ ２ 

 〃   １２／ ９ 

第２配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

台風１３号 

台風１７号 

台風２２号 

津波注意報（三陸はるか沖地震） 

茨城県沖を震源とする地震 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

平成 ２年 ２／２０ 

 〃    ６／ １ 

 〃    ８／ ５ 

 〃    ８／ ９～１０ 

 〃    ８／２３ 

 〃    ９／１９～２０ 

 〃    ９／２４ 

 〃    ９／３０～１０／１ 

 〃   １１／３０ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

伊豆大島近海を震源とする地震 

千葉県東方沖を震源とする地震 

千葉県東部を震源とする地震 

台風１１号 

千葉県中部を震源とする地震 

台風１９号 

津波注意報（東海道はるか沖地震） 

台風２０号 

台風２８号 

２３ 

２４ 

２５ 

２６ 

２７ 

２８ 

２９ 

平成 ３年 ８／ ６～７ 

 〃    ９／ ３ 

 〃    ９／ ８～９ 

 〃    ９／１９～２０ 

 〃   １０／ １ 

 〃   １０／ ８ 

 〃   １０／１１～１３ 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

茨城県沖を震源とする地震 

津波注意報（東海道はるか沖地震） 

台風１５号 

台風１８号 

秋雨前線による大雨 

秋雨前線による大雨 

台風２１号 

３０ 

３１ 

平成 ４年 ２／ ２ 

 〃    ７／１８ 

第１配備 

第１配備 

東京湾を震源とする地震 

津波注意報（三陸はるか沖地震） 

３２ 

３３ 

３４ 

３５ 

平成 ５年 ７／ ５ 

 〃    ７／２５～２６ 

 〃    ８／ ８ 

 〃    ８／２６～２８ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

大雨 

台風４号と梅雨前線の停滞に伴う大雨 

津波注意報（グアム島地震） 

台風１１号 



３６ 

３７ 

３８ 

３９ 

平成 ６年 ６／２９ 

 〃   １０／ ４～５ 

 〃   １０／ ９ 

 〃   １２／２８ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

千葉県南方沖を震源とする地震 

津波注意報（北海道東方沖地震） 

津波注意報（北海道東方沖地震の余震） 

津波注意報（三陸はるか沖地震） 

４０ 

４１ 

４２ 

４３ 

４４ 

４５ 

４６ 

平成 ７年 １／ ７ 

 〃    ７／ ３ 

 〃    ７／３１ 

 〃    ９／１６～１７ 

 〃   １０／１０ 

 〃   １０／１９ 

 〃   １２／ ４ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

津波注意報（三陸はるか沖地震の余震） 

相模湾を震源とする地震 

津波注意報（チリ北部地震） 

台風１２号 

津波注意報（メキシコ太平洋沿岸地震） 

津波注意報（奄美大島近海地震） 

津波注意報（択捉島地震） 

４７ 

４８ 

４９ 

５０ 

５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

平成 ８年 ２／１７ 

 〃    ２／１７ 

 〃    ２／２２ 

 〃    ６／１０ 

 〃    ７／１０～１１ 

 〃    ９／ ５ 

 〃    ９／１１ 

 〃   １１／２８ 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

津波注意報（福島県沖地震） 

津波警報（ニューギニア地震） 

津波注意報（ペルー沖地震） 

津波注意報（アリューシャン列島地震） 

梅雨前線及び台風５号 

津波注意報（鳥島近海地震） 

茨城県沖を震源とする地震 

房総半島南東沖を震源とする地震 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

平成 ９年 ３／ ４ 

 〃    ４／２２ 

 〃    ６／２０ 

 〃    ９／１８～１９ 

 〃    ９／３０ 

 〃   １２／ ５ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

静岡県伊豆地方を震源とする地震 

津波注意報（ニューギニア付近地震） 

台風７号 

台風２０号 

津波注意報（鳥島東方沖地震） 

津波注意報 

６１ 

６２ 

６３ 

平成１０年 ８／２９ 

 〃    ９／１６ 

 〃   １１／３０ 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

東京湾を震源とする地震 

台風５号 

津波注意報（インドネシア付近地震） 

６４ 

６５ 

６６ 

平成１２年 ６／ ３ 

 〃    ７／１５ 

 〃    ７／２１ 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

千葉県北東部を震源とする地震 

新島・神津島を震源とする地震 

茨城県沖を震源とする地震 

６７ 

６８ 

平成１３年 ８／２１～２２ 

 〃    ９／１８ 

第１配備 

第１配備 

台風１１号 

東京湾を震源とする地震 

６９ 

７０ 

７１ 

７２ 

７３ 

平成１４年 ２／１１ 

 〃    ５／ ４ 

 〃    ６／１４ 

 〃    ７／１０～１１ 

 〃    ７／１６ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

茨城県沖を震源とする地震 

千葉県東方沖を震源とする地震 

茨城県南部を震源とする地震 

台風６号 

台風７号 

７４ 

７５ 

７６ 

７７ 

７８ 

７９ 

平成１５年 ５／１７ 

 〃    ５／２６ 

 〃    ８／１５～１６ 

 〃    ９／２０ 

 〃   １０／１５ 

 〃   １１／２３ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第1配備 

第１配備 

第1配備 

千葉県北東部を震源とする地震 

宮城県沖を震源とする地震 

秋雨前線による大雨 

千葉県東方沖を震源とする地震 

千葉県北西部を震源とする地震 

千葉県東方沖を震源とする地震 



８０ 

８１ 

８２ 

８３ 

平成１６年 ７／１７ 

〃    ９／ ５ 

〃   １０／ ６ 

〃   １０／２３ 

第１配備 

第１配備 

第1配備 

第１配備 

千葉県南東沖を震源とする地震 

東海道沖を震源とする地震（津波注意報） 

茨城県南部を震源とする地震 

新潟県中越地震 

８４ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

９０ 

９１ 

平成１７年 ２／１６ 

〃    ６／２０ 

〃    ７／２３ 

〃    ７／２６～２７ 

〃    ８／１６ 

〃    ８／２５～２６ 

〃   １０／１６ 

〃   １０／１９ 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

茨城県南部を震源とする地震 

千葉県北東部を震源とする地震 

千葉県北西部を震源とする地震 

台風７号 

宮城県沖を震源とする地震 

台風１１号 

茨城県南部を震源とする地震 

茨城県沖を震源とする地震 

９２ 

９３ 

平成１８年１０／１４ 

 〃   １１／１５ 

第１配備 

第１配備 

千葉県南東沖を震源とする地震 

千島沖を震源とする地震（津波注意報） 

９４ 

９５ 

９６ 

９７ 

９８ 

９９ 

１００ 

１０１ 

平成１９年 １／１３ 

〃    ７／１５ 

〃    ８／１６ 

〃    ８／１７ 

〃    ８／１８ 

〃    ８／１８ 

〃    ８／１８ 

〃    ９／ ６～７ 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

第２配備 

第１配備 

第１配備 

第１配備 

千島列島を震源とする地震（津波注意報） 

台風４号 

千葉県東方沖を震源とする地震 

南米西部沖を震源とする地震（津波注意報） 

千葉県南部を震源とする地震 

千葉県北東部を震源とする地震 

千葉県南部を震源とする地震 

台風９号 

 

※ 平成１１年４月１日より「津波予報」の基準等が改正（当該改正により、「津波注意報」の発表回数は従来より大

幅に減少した）。 

※ 平成元年から配備名変更（「注意配備」→「第１配備」、「警戒配備」→「第２配備」） 

 

 

４． 地震対策の推進 
本県の地震対策については、昭和 48 年度に千葉県地域防災計画の別冊とした千葉県震災対策総合計画に

地震災害に関する予防対策、応急対策及び普及対策を定めた。この千葉県震災対策総合計画は昭和 60 年度

に千葉県地域防災計画（震災編）に改称された。その後、２回の地震被害想定調査と昭和62年12月に発生

した千葉県東方沖地震や平成 7 年 1 月に発生した兵庫県南部地震等を教訓としながら、「千葉県地域防災計

画（震災編）」を修正しながら今日に至っている。 
また、兵庫県南部地震が活断層により引き起こされたこと、地下構造により建物被害が増大したことを受

けて、平成９年度から各種調査を実施した。 
このうち活断層調査は、国がその活動により社会的・経済的に大きな影響を与えるとした「東京湾北縁断

層」と「鴨川低地断層帯」の調査を実施した。 
東京湾北縁断層は、調査した範囲には活断層は確認されず、国も県の調査を受けて東京湾北縁断層は活断

層ではないと公表した。また、鴨川低地断層帯は、活断層により生じたとされた地形は、主として基盤岩の

岩質（硬軟）の違いによる差別侵食によって形成されたもので、断層活動によるものではなく、活断層であ

る可能性が低いことが明らかになった。（国も活断層であるかどうかの確実な証拠に乏しいと公表した。） 
県西部地域では地下構造調査を実施し、基盤岩上面の構造が東京湾と江戸川に向けてなだらかに傾斜して

いることが明らかになり、地震の際にゆれが集中するような構造ではなく、また、基盤岩から地表まで連続

するような断層も確認できなかった。県中央部地域でも、県西部地域と同様に地下構造調査を実施した。市

原市で基盤の落ち込みが認められたが、基盤岩から地表まで連続するような断層は確認できなかった。これ

ら地下構造調査の成果から、三次元地下構造モデルを作成した。 
 



(1) 八都県市災害時相互応援に関する協定について 
  平成 7 年 1 月 17 日に発生した阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ広域応援体制を考えた場合、実践的な相

互応援体制の確立と平素からの緊密な連携が重要であることから、首都圏を構成する七都県市（埼玉県、千

葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市 ※）では平成 4 年 5 月 14 日に締結した「七都県市災

害時相互応援に関する協定」について、応援の種類の明確化、迅速な応援体制の確立などについて検討し、

より実践的な内容とするため平成8年度に抜本的な見直しを行った。 
  さらに、本協定の効果的、実践的な応援体制が図られるよう、平成16年11月に「八都県市広域防災プラ

ン（震災編）」を策定し、平成17年10月には「応援調整本部行動マニュアル」を策定した。 
  さらに、平成18年11月に「八都県市広域防災プラン（風水害編）」を策定したことに伴い、平成19年4
月には震災編の増補版を策定し、またマニュアルの見直しを行い、平成19年10月に震災時及び風水害時に

共通して使用できるマニュアルに改訂した。 
  なお、平成17年5月18日に、連携の強化を図るため「八都県市災害時相互応援に関する協定」の改正を

行ったところである。 
※ 平成15年4月1日から、さいたま市加入により八都県市 

  (参考) 相互応援協定の締結状況 
(ｱ) 全国都道府県における災害時の広域応援に関する協定（全国知事会：平成19年7月 

12日改正） 
(ｲ) 震災時等の相互応援に関する協定（関東地方知事会：平成16年２月24日改正） 
(ｳ) 災害時における千葉県内市町村間の相互応援に関する基本協定（県及び各市町村：平 

成8年2月23日改正）  
 

５. 石油コンビナート等特別防災区域の災害対策 

経済社会の急速な発展に伴い、人口及び大規模な工場等が太平洋ベルト地帯に集中し、千葉県においても東

京湾沿岸の埋立地に、石油精製工場を中心とする高密度な工場地帯が形成されている。 

本県では、かかる石油コンビナート等の地域の特殊性に鑑み、昭和43年7月に市原市、袖ケ浦市(当時｢町｣)

の石油コンビナート地帯を対象に「石油コンビナート地帯等産業災害対策計画」を策定し、防災の推進を図っ

てきたが、昭和50年12月に石油コンビナート等災害防止法が制定されたことにより、昭和51年7月に市川市

から君津市に至る7市（当時「6市1町」）の臨海部が、石油コンビナート等特別防災区域に指定され、防災体

制のより一層の推進が図られているところである。 

平成19年4月1日現在の特別防災区域の概況は、次のとおりである。 

  千葉県石油コンビナート等特別防災区域概況 

貯蔵・取扱・処理量 特定事業所 

石  油 高圧ガス 第一種事業所 区 分 
区域面積 

ｋ㎡ 
千  ㎘ 百万Ｎ㎥

総 数 
(うちﾚｲｱｳﾄ事業所)

第二種

事業所 

そ の 他 
事 業 所 

※（うち石油を

取扱う事業所）

265 6 5  80 
市川市 

(1.32%) (0.26%)
6  

(0) 
1  

(31) 

25 0 1  14 
船橋市 

(0.13%) (0.00%)
2  

(0) 
1  

(14) 

290 6 6  94  

京
葉
臨
海
北
部
地
区 小 計 

2.86 

(1.44%) (0.26%)
8  

(0) 
2  

(45) 

433 30 5  88 
千葉市 

(2.16%) (1.25%)
8  

(3) 
3  

(18) 

京
葉
臨
海
中
部
地
区 

市原市 

45.20 

14,821 2,087 37  18  19  70 



(73.70%) (86.95%) (16) (41) 

4,462 258 7  22 
袖ケ浦市 

(22.19%) (10.74%)
16  

(4) 
9  

(22) 

19,716 2,375 30  180  
小 計 

(98.04%) (98.95%)
61  

(23) 
31  

(81) 

木更津市 105 19 3  63 

君津市 (0.52%) (0.79%)
４  

(2) 
1  

(25) 

105 19 3  63  

京
葉
臨
海
南
部
地
区 

小 計 

12.51 

(0.52%) (0.79%)
４  

(2) 
1  

(25) 

20,110 2,400 39  337  
合 計 60.57 

(100.00%) (100.00%)
73  

(25) 
34  

(151) 

資料：平成１９年度石油コンビナート等実態調査 

※ 各消防機関で把握している危険物取扱事業所数 

（1） 石油コンビナート等特別防災区域の防災体制 

石油コンビナート等災害防止法に基づき、千葉県石油コンビナート等防災本部が中心となって、関係機関

等が一致協力して防災体制の確立を推進している。 

ア 千葉県石油コンビナート等防災本部 

石油コンビナート等特別防災区域が所在する都道府県には、石油コンビナート等防災本部（以下「防災

本部」という。）が常置され、石油コンビナート等防災計画（以下「防災計画」という。）の作成、災害等

における関係機関の連絡調整、防災に関する調査研究等の防災業務を行っている。 

イ 消防機関 

石油コンビナート等特別防災区域で災害が発生した場合、その応急対策は、防災計画の定めるところに

より、一般的には市町村の消防本部等が消防活動を指揮し、大規模災害に拡大した場合には現地本部が中

心となって、関係機関等をも含めた防災活動の総合的な連絡調整を行うこととなっている。 

大規模かつ特殊な災害が発生するおそれのある石油コンビナート等特別防災区域にかかる消防力は、早

急に整備することが必要であり、消防庁は、この中核たる市町村消防機関が、石油コンビナート等特別防

災区域にかかる災害に対処するため保有すべき消防力について、昭和51年7月に消防力の基準を改正し、

当該市町村の区域内に石油コンビナート等災害防止法施行令第8条の規定により、大型化学消防車、大型

高所放水車及び泡原液搬送車（以下「三点セット」という。）を備え付けなければならない特定事業所があ

る場合には、当該市町村にも三点セットを配置するものとされた。 

本県では、昭和60年度をもって各市に三点セットの配置が完了した。 

ウ 特定事業所等 

石油コンビナート等特別防災区域における特定事業者は、石油コンビナート等災害防止法により、自衛

防災組織の設置及び防災管理者等の選任が義務付けられている。また、一の石油コンビナート等特別防災

区域に所在する特定事業所は、一体的な工場群を構成し、相互に密接に関連して地域的連帯関係を有して

いることから、石油コンビナート等災害防止法は、共同防災組織及び石油コンビナート等特別防災区域協

議会の設置について定めている。 

平成19年4月1日現在、73の自衛防災組織、10の共同防災組織、6の区域協議会が設立されている。 

（2） 石油コンビナート等特別防災区域の防災対策 

ア レイアウト規制 

石油コンビナート災害の拡大を防止するには、石油コンビナートを形成する事業所の個々の施設を単体

として規制するだけでは十分でなく、事業所内の施設地区等の配置及び他の事業所等との関係について災

害防止の観点からレイアウト規制を行う必要がある。 

このため、石油コンビナート等災害防止法では、石油と高圧ガスを併せて取り扱う第一種事業所につい



ては、当該第一種事業所の新設、またはこれらの事業所内の施設地区等の配置を変更する際に、レイアウ

トに関する計画の届出を義務付け、規制を実施している。 

千葉県石油コンビナート等特別防災区域内における第一種事業所のうちレイアウト規制の対象となる第

一種事業所は、平成19年4月1日現在25事業所となっている。 

イ 防災体制査察 

特定事業所及び共同防災組織における防災体制の充実、強化を図るため、昭和58年度から県（防災本部

事務局）、地元消防機関及び海上保安部（署）が合同して査察を行い、現地指導をしている。また、平成

10年度から、人的被害や、異常現象が多発する事業所に対しては、特別に査察を実施するなどの強化を図

ったところである。 

査察実施状況（過去3年間） 

査察実施事業所等の数 
区  分 

１６年度 １７年度 １８年度 

市 川 市 １（１） ２（－） １（－） 
北部 

船 橋 市 １（１） ０（－） ０（－） 

千 葉 市 １（１） ２（１） ５（１） 

市 原 市 １１（1.5） １０（1.5） １４（－） 中部 

袖ケ浦市 ４（0.5） ３（0.5） ８（－） 

木更津市 １（－） ０（－） ０（－） 
南部 

君 津 市 １（－） １（－） ３（１） 

計 １９（５） １９（５） ３１（２） 

表中の（ ）内は共同防災組織数で外数である。２市にまたがった共同防災組織を0.5とした。 

ウ 防災相互通信用無線の整備 

石油コンビナート等特別防災区域の発災現場での防災関係機関相互間の連絡を確保するため、防災本部

では昭和54年度に防災相互通信無線局を設置し、その効果的な運用を図っている。 

防災本部の管轄する無線局は、統制局（千葉県）21 局、調整局（消防本部）8 局、防災関係機関局 27

局、端末局（特定事業所等）93局の合計149局である。 

エ 補助事業 

石油コンビナート等特別防災区域内における災害の発生及び拡大の防止等のため、消防庁では石油コン

ビナート等特別防災区域所在市町村が行う三点セットの整備事業に対して、消防防災設備整備費補助事業

により助成を行うほか、県においても補助（石油コンビナート用防災施設整備補助事業）を実施し、施設

の整備促進を図ってきたところである。 

この補助を受けて、昭和51年度から昭和60年度までに、6団体で、大型化学消防車7台、大型高所放

水車7台、泡原液搬送車7台が整備された。 

なお、老朽化した車両については、逐次更新されている。 

オ 泡消火薬剤の共同備蓄 

大規模な災害が発生した場合に備えて、県・市及び特別防災区域協議会の三者により共同で消火薬剤を

備蓄することとして、昭和56年度から5か年計画で始め、昭和60年度をもって完了した。 

県備蓄分については、平成2年度から高性能泡消火薬剤に更新している。 

    共同備蓄量 

（単位：kl） 

機関名    地区名 北 部 中 部 南 部 計 

県 51.64 128.52 1.44 181.60 

市 51.44 128.48 1.42 181.34 

協議会 51.44 128.48 1.42 181.34 

計 154.52 385.48 4.28 544.28 

 



防災関係機関・特定事業所等の消防力の現況

た

ん

白

ふ

っ
化
た
ん
白

界

面

活

性

剤

単位 人 基 基 着 個 ｍ

600 1 6.0 6.0

国 0.2 0.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1 0 0 0 0 0 6.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0

2,140 101.5 20.0 81.5

6,451

防 県 3,900

災 342

関 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,833 0 0 0 0 0 0 101.5 0.0 0.0 0.0 20.0 81.5

係 499 1 1 1 17 3 1 23 106 40 1 74.9 70.3 4.6

公 598 0 26 2 14 0 11 126 0 7.6 4.1 0.2 3.3

共 935 1 1 2 27 25 8 34 3 26 331 400 1 54.8 2.2 48.8 3.8

機 396 3 2 2 15 27 9 149 85.0 50.1 34.9

関 128 1 1 1 1 6 7 1 10 46 16.3 16.3

170 8 1 1 2 5 49 1.0 0.9 0.1

138 1 1 1 5 2 2 2 5 19 3.9 3.9

2,864 7 6 7 0 1 104 28 0 14 87 6 89 826 440 0 0 2 0 0 0 243.5 0.0 0.0 127.6 52.9 63.0

北 175 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 1 3 6 3,060 0 0 1 6 6 54.7 15.7 21.8 15.2 0.0 2.0

特 部 72 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 810 1 0 55.5 0.0 11.2 44.3 0.0 0.0

定 中 1,996 10 2 4 3 20 2 3 0 0 516 11 224 826 32,994 3 0 14 46 59 568.4 273.8 68.4 104.4 28.8 93.0

事 部 544 6 5 8 4 0 0 0 21 9 20 24 2,970 3 1 126.3 41.0 11.2 40.6 3.4 30.1

業 南 37 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11 1 6 36 2,360 0 0 1 4 4 25.3 10.0 0.0 8.0 7.3 0.0

所 部 26 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 540 1 0 13.5 0.0 0.0 0.0 13.5 0.0

等 小 2,208 10 2 4 3 21 3 3 0 1 542 13 233 868 38,414 3 0 0 16 56 69 648.4 299.5 90.2 127.6 36.1 95.0

計 642 7 6 10 5 0 0 0 0 0 22 11 22 27 4,320 5 1 0 0 0 0 195.3 41.0 22.3 84.9 16.9 30.1

190.4 190.4

5,714 24 14 21 8 22 107 31 0 15 651 30 344 1721 56,607 9 1 2 16 56 69 1385.2 340.5 112.5 536.7 125.9 269.6

（備考）

県所有分については、

(1)　市川市に備蓄用泡消火薬剤タンク１基(40kl)と消火薬剤（水溶性用6%）43.9kl、オイルフェンス300ｍ (8)　浦安市に消火薬剤（水溶性用6%）1.0kl、

(2)　船橋市に消火薬剤（水溶性用6%）3.9kl、オイルフェンス180ｍ (9)　習志野市に消火薬剤（水溶性用6%）1.0kl、オイルフェンス360ｍ

(3)　千葉市に消火薬剤（水溶性用6%）4.0kl、オイルフェンス200ｍ (10) 富津市に消火薬剤（水溶性用6%）1.0kl、オイルフェンス300ｍ

を管理委託している。

※　防災要員 （総員）（法定）（現有）

(5)　袖ヶ浦市に備蓄用泡消火薬剤タンク１基(40kl)と消火薬剤（水溶性用6%）27kl 　　 自衛防災 2208人 260人 378人
(6)　木更津市に消火薬剤（水溶性用6%）1.0kl 　　 共同防災 642人 103人 113人
(7)　君津市に消火薬剤（水溶性用6%）3.0kl、オイルフェンス300ｍ

(4)　市原市に備蓄用泡消火薬剤タンク３基(40kl)と消火薬剤（うち20ｋｌは水成膜3%、
　　残りは水溶性用6%）97.7kl、オイルフェンス500ｍ
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６．林野火災対策 
 最近の林野火災は、レジャー人口の増加、地域開発の進展、道路網の整備等により、森林の利用者

が多くなるに伴いその発生件数も多く、一度発生すると地形、水利、交通等の関係から消火作業は困

難をきわめ、大規模火災となるおそれがある。 
  このような情勢に考慮して、林野火災に対しては地上からの消火活動に併せてヘリコプターによる

空中消火が不可欠であり、迅速な活動や効果的な運用を図るため、県内８箇所に分散配置されていた

空中消火資機材を平成 19 年 11 月から陸上自衛隊第 1 ヘリコプター団に全数を配置し、管理を委託し

ている。 
 
 ア 資 機 材 
 

管理委託先 
資機材 自衛隊 

大型ヘリ用散布装置一式 ８ 

ｼ ﾞ ｪ ｯ ﾄ ｼ ｭ ｰ ﾀ ｰ ９ 

収 納 倉 庫 2 

 
 さらに、空陸一体の林野火災防御体制を整備するため、消防本部及び自衛隊等の参加を得て、林野火

災対策訓練を実施しており、これまでの訓練実施状況は次のとおりである。 



林野火災消火訓練実施状況一覧 
実施年月日 出先機関名 市町村名 訓練会場 
S49. 9.12 君 津 君 津 市 郡ダム 
S 5 1 . 2 . 2 7 〃 〃  〃 
S 5 2 . 3 . 1 夷 隅 勝 浦 市 勝浦ダム 
S 5 3 . 3 . 1 千 葉 市 原 市 山田橋農業ダム 
S 5 4 . 2 . 2 安 房 鴨 川 市 長狭中学校グラウンド 
S 5 6 . 2 . 1 8 夷 隅 大 多 喜 町  大多喜町久我原地先 
S 5 7 . 3 . 9 安 房 天津小湊町 内浦山県民の森 
S 5 8 . 3 . 4 君 津 君 津 市 郡ダム 
S 5 9 . 2 . 2 9 夷 隅 勝 浦 市 勝浦ダム 
S 6 0 . 3 . 4 千 葉 市 原 市 山倉ダム 
S 6 1 . 3 . 5 君 津 君 津 市 郡ダム 
S 6 2 . 2 . 1 4 長 生 長 柄 町 長柄ダム 
S 6 3 . 3 . 3 君 津 富 津 市 マザー牧場 
H 元 .3 .11 安 房 千 倉 町 千倉町総合運動公園 
H 2 . 3 . 1 君 津 君 津 市 郡ダム 
H 4 . 3 . 1 千 葉 市 原 市 高滝ダム（林野火災対策訓練に改めた） 
H 6 . 2 . 2 6 長 生 茂 原 市 ひめはるの里 
H 8 . 2 . 2 4 君 津 袖 ヶ 浦 市  袖ヶ浦公園 
H10.2.28 山 武 東 金 市 東金ダム 
H 1 1 . 9 . 1 君 津 木 更 津 市  かずさアカデミアパーク（七都県市合同防災訓練に含む）

H 1 2 . 9 . 1 山 武 東 金 市 千葉東テクノグリーンパーク（七都県市合同防災訓練に含む）

H 1 3 . 9 . 1 海 匝 旭 市 あさひ新産業パーク（七都県市合同防災訓練に含む） 
H 1 5 . 9 . 1 千 葉 八 千 代 市  八千代広域公園用地（八都県市合同防災訓練に含む） 
H 1 7 . 9 . 4 南房総県民センター 富 津 市 大貫中学校（八都県市合同防災訓練に含む） 
H20.2.14 君 津 君 津 市 郡ダム 
 
 なお、林野火災対策としての水利は次の箇所を指定している。 
 ①山倉ダム   ②郡ダム    ③戸面原ダム  ④小向ダム   ⑤金山ダム 
 ⑥佐久間ダム  ⑦長柄ダム   ⑧東金ダム   ⑨勝浦ダム   ⑩荒木根ダム 



７. 油等海上流出災害対策 

平成11年3月に千葉県地域防災計画で大規模事故災害対策、油等海上流出災害対策が策定された。 

平成18年度は、4月13日に発生したイースタンチャレンンジャー号の油流出により南房総市、館山市沿岸

に油が漂着し、関係市町村とともに回収等の対応にあたった。その他、下記のような通報があった。また、県

で保有する油防除資機材は次のとおりである。 

 

 

ア 油等海上流出通報一覧（平成１８年度) 

№ 種別 発 生 場 所 
発生（覚

知）日時 
原 因 等 備 考 

１ 漏洩 
大日本インキ化学

㈱千葉工場 

4月7日 

8時40分 

雨水排水溝に油分を含んだ排水が流

れ込んだため、2箇所の排水口から油

が流出したもの 

事業所が排水口を閉鎖し、オイ

ル吸着マットで対応 

２ 
漏 洩

漂着 

館山市洲崎沖イー

スタンチャレンジ

ャー号(Ｅ号) 

4月13日 

5時20分 

Ｅ号(貨物船)×貨物船の衝突事故で

Ｅ号が沈没し、Ｃ重油等が漏洩したも

の 

各機関が油処理剤、航走拡散で

対応 

３ 漏洩 

葛南港湾事務所

前、日の出水路・

栄水路 

5月18日 

15時20分 

㈱クボタへ来場したトレーラーが燃

料の軽油を漏洩させながら走行して

いたため、付近排水溝から海に流出し

たもの 

葛南港湾、京葉港サービスが航

走拡散で対応 

４ 漏洩 
コスモ石油千葉製

油所 

5月27日 

15時21分 

施設内蒸留装置の試運転中に熱交換

器から冷却用海水に軽油約２０ℓが混

入、雨水排水溝から軽油が海上へ漏洩

したもの 

施設内装置を停止させ、オイル

フェンスで対応 

５ 漏洩 
伊豆輸送(銚子市

明神町2-270) 

5月29日 

10時頃 

ドラム缶に貯蔵された廃油約６０ℓ

が、ドラム缶の腐食により付近側溝か

ら海上へ流出したもの 

原因者によりオイル吸着マット

及びひしゃくで回収、銚子海保

が放水・航走拡散で対応 

６ 漏洩 

南房総市白浜・乙

浜港(水産振興公

社白浜事務所取水

口付近) 

6月2日 

13時頃 

漁船が給油中に軽油をオーバーフロ

ーさせ、海へ漏洩したもの 

原因者が油処理剤で、館山水産

事務所がオイルフェンス展張及

びオイルマットで、安房消防が

放水拡散で対応 

７ 漏洩 
船橋中央埠頭県営

1号上屋前面 

6月13日 

9時5分 

付近停泊中の船舶の燃料タンクに亀

裂が生じ、燃料がバラストタンク内に

混入し、当該タンク内の水を排水した

ことにより、燃料油が漏洩したもの 

ダイドーコポレーションが放水

拡散で対応 

８ 浮流 
浦安市境川河口付

近 

6月23日 

8時20分 
不明 千葉海保が航走拡散で対応 

９ 浮流 

市川市真間川河口

付近(冨士港運付

近) 

6月23日 

9時40分 
不明 葛南港湾が航走拡散で対応 



10 浮流 

千葉港出洲埠頭か

ら中央埠頭にかけ

て 

7月5日 

11時50分 

付近の大王海運トラックステーショ

ンのトラックから油(油種不明)が漏

洩していたもの 

ダイドーコポレーション、千葉

海保及び千葉消防が航走拡散

で、千葉港湾がオイル吸着マッ

トで対応 

11 漏洩 太東沖 
7月9日 

6時20分 

タンカーと貨物船が衝突し、タンカー

の燃料(Ａ重油)が漏洩したもの 
銚子海保が航走拡散で対応 

12 浮流 
千葉市中央区新港

日本サイロ前面 

7月25日 

12時20分 
不明 

ダイドーコーポレーションがオ

イルフェンスを展張し対応 

13 漂着 
館山市船形海水浴

場 

7月28日 

18時頃 
不明 

当該海水浴場で局所的にグリー

ス状の油らしきものがあり、バ

ケツ1杯分を回収したもの。 

14 

 
浮流 寒川船だまり 

8月2日 

14時00分 
不明 自然拡散 

15 漏洩 
八幡運河・市原市

八幡海岸9付近 

8月3日 

8時28分 
不明 

王子コーンスターチ㈱が万国旗

型オイルマットで、市原消防が

油回収ネットで対応 

16 浮流 
袖ヶ浦富士石油第

3桟橋付近 

8月8日 

11時58分 
不明 

千葉海保にて現場付近を確認す

るも発見できず、自然拡散した

ものと思われる 

17 漏洩 市川沖 
8月24日 

15時45分 

船舶へＡ重油の積み替え作業中に誤

って漏洩させたもの 

千葉海保及びダイドーコーポレ

ーションが放水・航走拡散で対

応 

18 浮流 
千葉港湾事務所市

原支所前海域 

8月28日 

11時00分 

付近海域に車両が沈められていたこ

とにより油が漏洩し、海面へ浮いてき

たもの 

沈められていた車両を引き揚

げ、漏洩元を除去し対応 

19 漏洩 
船橋中央埠頭1号

物揚場前面海域 

9月7日 

8時15分 

付近路上に停車していたトラック荷

台のスクラップから油が漏洩し海面

へ広がっていったもの 

葛南港湾が航走拡散で、漁協及

び船橋消防がオイル吸着マット

にて対応 

20 漏洩 日川浜沖Ｇ号 
10月6日 

17時20分 

神栖市知手の東約4kmの海域で、貨物

船で火災が発生し、その後に座礁し、

船体が3つに分断され、燃料、オイル

が漏洩したもの 

船体からの油の抜き取り、漏洩

した油は放水・航走拡散で対応

県は県内海岸等の調査を行なう

も油等流入は確認されなかった

21 漏洩 

木更津市富士見

3-4(仮設桟橋周

辺) 

10月10日 

9時00分 

仮設桟橋に係留している漁船から燃

料、オイルが漏洩したもの 

漁組がオイルスキミングネッ

ト、オイル吸着マットで、木更

津海保、木更津港湾が航走拡散

で対応 

22 浮流 市原航路東側海域
10月17日

10時20分 
不明 

ダイドーコーポレーションが航

走拡散で対応 



23 浮流 京葉シーバース沖
10月19日

13時39分 
不明 千葉海保が航走拡散で対応 

24 漏洩 
館山市富士見・館

山漁港内 

10月28日 

8時3分 
不明 

海上自衛隊正門前の排水路から

灯油らしきものが漏洩していた

もので、自衛隊がオイルフェン

スを展張、吸着マットで対応 

25 漏洩 
館山市西川名漁船

転覆 

11月8日 

5時50分 

漁船が風にあおられ転覆、燃料の軽油

が約２００ℓ漏洩したもの 

オイルフェンスを港出入口に展

張、船艇による航走拡散で対応

26 漏洩 

船橋市高瀬町ｻｯﾎﾟ

ﾛﾋﾞｰﾙ前岸壁付近

水域 

11月10日

15時50分 
不明 

王子物流等がオイルマットで対

応 

 

27 漏洩 

市原市八幡海岸通

り･王子ｺﾝｽﾀｰﾁ工

場付近 

11月22日

14時頃 
不明 

千葉港湾がオイルフェンスで対

応 

28 浮流 
船橋市潮見町港湾

合同庁舎付近 

11月29日

13時頃 
不明 

船橋消防がオイルフェンス、万

国旗型吸着マットで、葛南港湾

及び千葉海保が航走拡散、放水

拡散で対応 

29 浮流 
市原市市原埠頭Ｂ

岸壁付近 

12月11日

14時35分 
不明 

海上及び付近排水口からの漏洩

が確認されたため、吸着マット

で対応 

30 浮流 
市川トピー海運岸

壁前面水域 

12月14日

12時55分 
不明 

葛南港湾、千葉海保及び水上警

察が航走拡散で対応 

31 浮流 
船橋中央埠頭北Ｈ

～Ｉ岸壁前面水域

12月14日

14時40分 
不明 

葛南港湾が航走拡散で対応 

 

32 浮流 
稲毛沖合(茜浜周

辺) 

12月17日

10時10分 
不明 

千葉海保及びﾀﾞｲﾄﾞｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

が航走拡散で対応 

33 浮流 
千葉市寒川船溜ま

り付近 

1月16日 

10時30分 
不明 

千葉海保が浮遊していた白色の

液体(油でない模様)を回収する

34 漏洩 
君津横水路(君津

市人見地先) 

1月23日 

8時45分 

日本金属㈱の地下埋設配管からＡ重

油が漏洩したもの 

日本金属㈱側でシート型吸着マ

ットにより回収する 

35 漏洩 
船橋市潮見町港湾

合同庁舎付近 

2月23日 

9時頃 
不明 航走拡散及び自然拡散で対応 

36 漏洩 

船橋市日の出1丁

目・京葉港ｻｰﾋﾞｽ

前船溜まり排水溝

3月22日 

11時50分 
不明 

漁組が万国旗型オイルマット

で、千葉海保が航走拡散で対応

 



イ　油防除資機材一覧（消防地震防災課所管）

資材名　 オイルフェンス 油　吸　着　材 油回収ネット

(油吸着マット) そ　　　の　　　他

　配備場所 （ｍ） (kg) （ｍ）

浦安市消防署 340

市川市東消防署高谷出張所 300 170

市川市塩浜第２防災倉庫 170

船橋市湊町水防倉庫 180 340

習志野市中央消防署 40

習志野市南消防署 320

習志野市谷津干潟自然観察ｾﾝﾀｰ 238 40

習志野市環境保全センター 136

千葉市中央消防署臨海出張所 200 170

県中央防災センター(ｺﾝﾃﾅ)
柄杓,ﾋﾞﾆｰﾙ手袋,ﾚｲﾝｺｰﾄ,ｼｬﾍﾞﾙ,各1,000，
ｺﾞﾑ手袋,ｺﾞｰｸﾞﾙ,防塵ﾏｽｸ,長靴,各2,000

市原市水上消防署予定地（資材倉庫) 500 323

県千葉港湾事務所市原支所(ｺﾝﾃﾅ) 1,641 340
油導入浮枠ﾎﾟﾝﾌﾟｾｯﾄ×３，丸
型組立水槽×６，バケツ500

県千葉港湾事務所袖ヶ浦支所(ｺﾝﾃﾅ) 3,300

袖ヶ浦市震災備蓄倉庫 306 　

木更津市震災備蓄倉庫 374

君津市消防署 300 170

新日鐵環境防災管理G倉庫 170

富津市中央公民館倉庫 300

富津市富津地区防災備蓄倉庫 136

富津市大佐和地区防災備蓄倉庫 119

富津市天羽地区防災備蓄倉庫 85

県安房合同庁舎倉庫 1,040

県水産研究センター

勝浦市旧母子寮 1,040

御宿町漁業協同組合倉庫 935

銚子漁港事務所川口ｵｲﾙﾌｪﾝｽ倉庫 1,040

計 2,140 5,823 6,800

　



８ 防災訓練・行事 
   災害対策基本法第 48 条及び千葉県地域防災計画に基づき、毎年各種災害に備え、関係機関の協力

体制の確立、県民の防災意識の高揚等を目的とした総合的な防災訓練や行事を実施しており、これま

での訓練等の開催地及び平成 1９年度防災訓練・行事の概要は次のとおりである。 
 
（１） 訓練開催地一覧表 
 県総合防災訓練(会場訓練)実施状況一覧 

実施年月日 市町村名 訓練想定 
S39.6.3 千葉市 台風、大火災 
40.6.10 市原市 工場爆発、流油事故 
41.6.24 印西市 台風、水防 
42.9.1 市川市 大地震 
43.11.4 市原市 工場火災、流出油 

44.9.20 船橋市 
電車とタンクローリー車の激突 
地下街及び工場火災 

45.9.1 松戸市 大地震 
46.6.30 成田市 台風、特殊建物火災 

47.10.24 富津市 林野火災 
48.11.14 袖ヶ浦町 タンク火災、流出油 
49.10.29 千葉市 地震、デパート火災 
50.10.30 白子町 大地震(房総沖) 
51.10.22 館山市  〃 
52.10.27 木更津市  〃 
53.9.6 佐倉市  〃 

54.10.31 浦安市  〃 
 
(八都県市合同防災訓練※・千葉県会場訓練) 
 実施年月日 市町村名 訓練想定 

第 1 回 55.9.1 
千葉市(中央会場) 
市川市(都県市境) 

南関東地域における地震 

第 2 回 56.9.1 松戸市  〃 
第 3 回 57.9.1 袖ヶ浦町  〃 
第 4 回 58.9.1 市原市  〃 
第 5 回 59.9.1 鴨川市  〃 
第 6 回 60.9.1 一宮町  〃 

第 7 回 61.9.1 
四街道市 

館山市(津波対応) 
 〃 
 

第 8 回 62.9.1 銚子市  〃 
※平成 15 年度より七都県市から八都県市に変更となった。 

 



(八都県市合同防災訓練・千葉県会場訓練) 
実施年月日 市町村名 訓練想定 

第 9 回 63.9.1 船橋市(中央会場) 南関東地域における地震 
第 10 回 H1.9.1 九十九里町  〃 
第 11 回 2.9.1 木更津市  〃 

第 12 回 3.9.1 
柏市 

御宿町(津波対応) 
 〃 
 

第 13 回 4.9.1 
佐原市 

大網白里町(津波対応) 
 〃 
 

第 14 回 5.9.1 富津市  〃 
第 15 回 6.9.1 館山市  〃 

第 16 回 7.9.1 
浦安市(中央会場) 
成東町(津波対応) 

 〃 
 

第 17 回 8.9.1 印西市  〃 
第 18 回 9.9.1 小見川町  〃 
第 19 回 10.9.1 松戸市  中 止 
第 20 回 11.9.1 木更津市 南関東地域における地震 
第 21 回 12.9.1 東金市  〃 
第 22 回 13.9.1 旭市  〃 
第 23 回 14.9.1 柏市(中央会場)  〃 
第 24 回 15.9.1 八千代市  〃 
第 25 回 16.9.1 浦安市  〃 

第 26 回 17.9.3～4 
富津市 

木更津市(鉄道事故対応)
〃 

 

第 27 回 18.9.2～3 
四街道市 

いすみ市(津波対応) 
 〃 

第 28 回 19.9.1～2 市原市 首都直下地震 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（２）平成１９年度防災訓練・行事 
   ９月１日の防災の日を中心とする防災週間中［８月３０日～９月５日］及び平成１９年度中に

実施済みの防災訓練・行事の概要は次のとおりである。 
訓練・行事等 会 場 実施日 概 要 

災害時ヘリコプター 

臨時離発着場にお 

ける合同離発着訓 

練 

・八千代市 
(市立阿蘇中学校）

・鎌ケ谷市 
（陸上競技場） 
・白井市 
(市立白井中学校) 

５月 26 日（土）  行政機関（県・市町村）と防災関係機

関（陸上自衛隊）による合同離発着訓練

を実施することにより、各機関の連携強

化を図るとともに、千葉県地域防災計画

に策定された災害時臨時へリポートの実

地検証を行い、災害応急対策の万全を期

すことを目的に実施した。 
 臨時へリポートは４００箇所以上に及

ぶため、訓練は今後も継続して実施する。

千葉県総合防災図

上訓練 
県庁 
浦安市 他 

8 月 1 日（水）  南関東直下型地震発災時における初動

活動について、県・浦安市・自衛隊等防

災関係機関が連携して、図上訓練を実施

することにより、県の災害対策本部の活

動の実効性を検証し、もって県の災害応

急対策業務の実践的な対応能力の向上を

図ることを目的に実施した。 
９月１日（土）

 ～２日（日）

千葉県総合防災訓練実施方針及び八都

県市合同防災訓練実施大綱に基づき、県

内直下地震を想定した発災型対応訓練と

して、住民相互並びに防災関係機関等と

の緊密な連携・協力による「自助」・「共

助」・「公助」を主眼とした実践的かつ

効果的な訓練を実施した。 

第 28 回八都県市 
合同防災訓練・ 
千葉県会場訓練 
(発災対応型訓練) 

○石油コンビナー

ト等防災訓練 
市原市 
五井南海岸地先 
コスモ石油・丸

善石油化学 
○主会場訓練 

市原市菊間 
（仮称）スポレ

ク健康スクエア

用地 
○避難所開設 

運営訓練 
・市原市立 
八幡東中学校 

・市原市立 
 辰己台中学校 
・市原市立 
 清水谷小学校 

 
第 28 回八都県市合同防災訓練・千葉県会場 
訓練実施結果概要 

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_bousai/taisaku/kunrengo.pdf 



第 3 回八都県市 
合同防災訓練・ 
図上訓練 

県庁 
他 

1 月 18 日(金) 首都直下地震による都県域を越えた広

域地震災害を想定し，八都県市で相互応

援の調整ができる段階である発災１２時

間後からの対応について、防災関係機関

と一体となった総合的かつ実践的な連携

を図ることを目的に図上訓練を実施し

た。 
第 2 回千葉県消防 
広域応援隊合同訓 
練 

中央防災センター 
県消防学校 

2 月 1 日(金) 
  ～2 日(土)

本県直下の大規模地震による甚大な被

害が発生したとして、千葉県消防広域応

援隊運用要綱に基づき、実践的な教育訓

練を実施し、千葉県消防広域応援隊相互

の技術、連携活動能力の向上並びに災害

派遣医療チーム(DMAT)との連携及び支

援活動能力の向上を図ることを目的に訓

練を実施した。 

 



9．千葉県防災行政無線について 
 県防災行政無線は、千葉県地域防災計画に基づき、県民の生命、身体及び財産を災害

から保護するため、防災情報の迅速かつ的確な受伝達を行う県防災行政無線を整備し運

用している。 

(1)「ふるさと千葉情報ネットワーク」事業 

   平成２～４年度の３か年継続事業で整備し、平成５年４月に運用を開始したもので

ある。その後、「阪神・淡路大震災」の教訓を踏まえ、平成７～１３年度まで整備拡

充事業を実施し、ネットワークの充実強化を図った。 

 (2)「防災情報ターミナルちば」事業 

平成１８～２０年度の３か年事業で上記の防災行政無線を再整備中である。 

このネットワークは、通信回線を地上系（無線及び有線）と衛星系（地域衛星通信ネ

ットワーク）の組み合わせにより構成し、一斉受信ＰＣ、ファクシミリ、映像伝送（県

庁地球局及び衛星通信車から伝送）等のシステムの導入により高度情報通信が可能な防

災行政無線システムとして構築されている。 
 本システムは、県庁と県出先機関、市町村、消防本部、防災関係機関の 276 機関（平

成 19 年 4 月 1 日現在）との間をネットワークで構成しており、地上系及び衛星系回線構

成図は、図１～２のとおりである。 
 

10. 千葉県防災情報システムについて 
  県では、災害時における県庁と県出先機関、市町村等の間で被害情報・指示情報等の

収集・処理の迅速化を図るとともに、気象情報・地震情報等の防災に関する各種情報を

関係機関や県民と共有して、的確な防災対策の遂行に資することを目的とした千葉県防

災情報システムを整備した。 
  システムの構成は、県庁には各機能を提供するサーバ群を、県出先機関、市町村及び

消防本部等１３０機関には専用端末を設置し、その間を電気通信事業者回線(光回線）で

接続してネットワークを構築している。システムには、被害情報・指示情報の収集及び

集計、気象情報・地震情報・津波情報等の伝達、物資管理等の防災関連情報のデータベ

ース化等を行う機能があり、迅速かつ的確な防災対策を実施することが可能である。 
  また、県民に防災情報を提供するため「千葉県防災ポータルサイト」を新たに開設し

て、平時には気象情報や交通情報等を、災害発生時には被害情報や避難所開設情報等を

提供している。 
  本システムは、平成１６年度から１８年度までの３か年で整備を行い、平成１９年４

月１日から運用を開始した。 
  なお、本システムの構成図は図３のとおりである。 
 
11. 千葉県震度情報ネットワークシステムについて 

県では、地震発生後の初動体制を早期に確立するために、県下 56 市町村（平成 19 年

4 月 1 日現在）全てに震度計（県設置 74、気象庁震度計利用 3、文部科学省震度計利用

3）を設置し、各市町村の震度・加速度情報等をオンラインで収集するとともに、気象庁

及び総務省消防庁（震度４以上）に配信し、テレビ・ラジオ等の報道機関を通じて地震

速報として公表している。 
なお、本システムは、平成 9 年 4 月から運用し、平成１８年度にサーバ及び計測器の

更新を行った。 


